
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これまでから出石には多くの視察団が訪れたり、

古いまちなみを活かした研修会が開催されたりし

ていましたが、今年度に入ってから更に多くの視察

や研修会が出石城下町で実施されるようになりま

した。 

 10 月だけでも次のとおり実施されています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出石伝建地区が国の重要伝建地区に選定され、ま

た芝居小屋「永楽館」の復原や 柿 落
こけらおとし

大
おお

歌舞伎
か ぶ き

興行

がテレビなどで広く宣伝されたため、全国各地に出

石城下町の魅力が伝わったようです。 

遠いところに住む人々が、私たちの誇りある財産 
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10 月 3 日 出雲市大社地域協議会視察 

10 月 4 日 兵庫県ヘリテージマネージャー養成

講習会（第７期）開催 

10 月 9 日 上田市議会表敬訪問（視察） 

10 月 24 日 奈良県都市計画協会視察 

10 月 25 日 たじま近代化遺産入門講座開催 

「たじま近代化遺産入門講座」の様子。出石を舞台にした

今回の研修会には非常に多くの参加者があり、城下町の古

いまちなみや建物の魅力に惹
ひ

きつけられていました。 

奈良県都市計画協会による視察の様子｡世界に誇る古都か

ら来られた方も「出石はいいまちですね～」との感想！ 

上田市議会視察の一幕。出石酒造では奥様が語る出石の魅

力を熱心に聞き入っておられました。 

ひ

をほめてくださるのもまた嬉しいものですね。 



 

 10 月２９日、出石まちなみ保存会役員会が開催

され、今年度の事業などについて協議しました。 

 その結果、３件の事業を開催することなどが決め

られました。 

 

 

 

 

 

 出石伝建地区は、昨年 12 月４日に国の重要伝統

的建造物群保存地区の選定を受けました。 

 来る 12 月４日に 1 周年を迎えるので、これを記

念して講演会を行うことにしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 講師の林主任調査官は、現在文化庁の伝統的建

造物群部門の主任調査官として出石伝建地区を

担当されていますが、かつては三重県亀山市

関 宿
せきじゅく

伝建地区の修理修景事業の設計をされてい

た一級建築士の実務者であり、その長い経験と類

まれなる見識により多くの重伝建地区の魅力を

再生されています。 

 講演会では、実践に基づいた、ためになる楽し

い話をお聞かせいただけるのではないかと思っ

ています。 

 伝建地区外に居住さ

れる方の参加も歓迎し

ますので、お誘いあわ

せのうえ、１人でも多

くご参加ください。 

 

 

 

 

 

 また、出石伝建地区をよりよくするために、先進

地への視察研修を行うことにしました。 

 この視察研修では、できるだけ多くの人に他の伝

建地区を見ていただき見聞を深めてもらうため、参

加希望者を募って実施することにしました。 

 

 

 

 

 吹屋伝建地区は、昭和 52 年に鉱山町として重要

伝建地区の選定を受け、今年は住民保存会で 30 周

年事業をされているほどの、伝建地区の大先輩とも

いえる地区です。 

この30年もの間の苦労話や成功の秘訣などを住

民保存会の方から直接聞き、また町並みを見せてい

ただいて見識を深めようということになりました。 

参加費、申込み方法などは未定です。詳細は伝建

かわら版により追ってお知らせいたします。 

 

 

 11 月 17 日に京都府伊根町伊根浦伝建地区の

「伊根浦舟屋群等保存会」の方々から「出石まちな

み保存会と意見交流会を行いたい」との提案があり

ました。 

 役員だけでの対応となりますが、実り多い意見交

流会にしようと実施が決まりました。 

【日 時】 12 月４日(木) 

午後７時から８時 30 分 

【場 所】 出石総合支所 大会議室（2 階） 

【講 師】 文化庁 林 良彦 主任調査官 

【参加費】 無 料 

【申込み】 不 要 

参加希望者を募集して先進地視
察を実施 

【日 時】来年２月下旬～３月上旬（日帰り）

【行 先】岡山県高梁
たかはし

市吹屋
ふ き や

伝建地区 

活発に意見が出される保存会の役員会 

伊根町の保存会と意見交流会 

関宿
せきじゅく

のまちなみ 

重伝建選定１周年を記念して講
演会を実施 

協議結果 



 

 

 

 伝建かわら版第 13 号でお知らせしたとおり、出

石まちなみ保存会が基準を満たす出石町内の業者

を名簿に登録します。そして、伝建事業を行う施主

は、保存会が推薦するそれらの登録業者から入札業

者を指名することにより、安心して業者を決定でき

る仕組みにしています。 

 このたび、新たに３者から登録の申請がありまし

たので協議したところ、３者すべて基準を満たすと

判断しましたので、名簿への登録が決まりました。 

 新しく登録された業者は次のとおりで、これによ

り合計 23 業者となりました。 

業者名 住所 電話番号 

川建工業㈱ 鉄砲 27-1 52-2357 

藤田建設 宮内 1534-3 52-5279 

㈱マルテン 宮内 168-1 52-5658 

 

 なお、「他の町に親戚の業者があり、そこに修

理を頼みたい」、「これまでから他の町の業者に修

理してもらっているので、その業者に依頼した

い」など特別な理由がある場合は、登録外業者で

あってもそれぞれの工事ごとに限って保存会の

協力建築業者名簿に登録することができる（指名

業者に入れられる）ことにしています。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ※指名業者に入っても、落札しなければ伝建事

業の工事を依頼することはできません。 

 ※入札の実務は設計士に任すことができます。 

 

 

 また、教育委員会から次の事項を報告しました。 

 

 

 来年度の伝建修理事業の実施に向けて、市教育委

員会は 9 月 24 日、県教育委員会に 5 件の補助金

申請の希望（事業計画）を伝えました。 

今年の６月末時点ではもっと多くの申請希望が

ありましたが、その後に辞退されるなどして、最終

的に５件になったため、そのすべてを県教委に伝え

たものです。 

今後は県教育委員会から事業採択の査定結果

（11 月の内々示）が示された後、県教育委員会か

ら文化庁に事業希望や工事内容を説明していただ

き、2 月当初の国の補助金採択結果を待ちます。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 文化行政に携わる行政職員はもとより、全国あま

たの“文化”関係者が購読している、文化庁編集の

「文化庁月報」（㈱ぎょうせい出版）という月刊誌

があります。 

 この月刊誌には「伝建歳時記」というコーナーが

あり、毎月全国各地の伝建地区が紹介されているの

ですが、10 月号のこのコーナーにおいて、武田厚

志会長が寄稿された文章が掲載されました。 

 出石城下町の歴史や、初午大祭、お城まつりの事

業、観光協会の活動などと絡めて出石の人々が大切

に守り伝えてきた伝統と文化を温かく綴った内容

になっています。 

 機会を見て、伝建かわら版でも文章を掲載して紹

介したいと思います。 

親戚の業者も指名業者に入れたい
施主 

保存会に一時登録を申請 
業者 

保存会 
一時登録を希望する理由や基準を

踏まえて、登録承認の可否を協議

登録しない 

登録外業者を特定の工事だけ指名業者とする流れ

登録する 

指名業者に入れ

られない 

その工事だけ指名業者

に入れることができる 

まちなみ保存協力建築業者名簿

への追加登録 

平成 21 年度伝建修理事業 

伝建修理事業は国県の補助金を財源にしている

ことから、国県の補助金採択の結果によって事業が

実施できるかどうか（補助金を交付することができ

るかどうか）が決まる仕組みになっています。 

そのため、事業希望の届出は６月末を期限として

いますが、補助金を交付することができるかどうか

は翌年２月まで待たなければ決まらない仕組みに

なっています。 

注

注

報告事項 

武田会長が全国紙に寄稿！ 



 

出石の家は、３～４km 四方の間に密集しています。 

何百年、何拾年経っているか解りませんが、昔の家が多く、価値のある町だと

思っています。 

この町並みを未来に残すということは、大変な事と思っています。 

町民の理解と行政の力で、事業がますます発展しますことを願います。 

 

市教育委員会は７月 22 日、今後の事業計画につ

いて県教育委員会と協議を行いました。 

 前号（第 14 号）の伝建かわら版で既にお伝えし

ていますが、この席において、県教育委員会から「文

化財保存事業として効果的、効率的に修理されるよ

うに、すべての特定物件1について修理緊急度を調

査するように」との指導を受けました。 

 

 そこで、市教育委員会は、すべての特定物件につ

いてアンケート調査と外観からの老朽度調査を行

うことにしました。 

 

 アンケート調査については、すでに特定物件の所

有者の方々に簡単な調査票を送付しています。11

月 10 日（月）を回答期限とさせていただいていま

すので、何卒ご協力をお願いいたします。 

 また、外観からの老朽度調査については、専門知

識や経験、技術が必要なことから、出石まちなみ設

計士会に調査を委託しました。 

 

 これらの調査結果を参考に、今後の伝建修理事業

を進めていきたいと思います。 

 

※特定物件でない建物の所有者にはアンケー 

ト調査票は送付していません。 

※今回の調査結果だけをもって修理事業実施 

の優先順位を決めるものではありません。 
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なお、出石まちなみ設計士会の会員は次のとおり

です。（敬称略・五十音順） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 員 事 務 所 所在地 

池口善啓 (有)里やま工房 豊岡市 

大林 守 ㈱川嶋建設 豊岡市 

河辺 操 河辺操建築事務所 養父市 

高村康之 高村設計事務所 香美町 

田中秀雄 ㈱田中工務店 朝来市 

徳網啓吾 ㈱徳網建設 豊岡市 

中尾康彦 建築工房ヴェネックス 養父市 

西垣善夫 西垣建設㈱ 朝来市 

西谷瑞雄 瑞建築設計室 香美町 

林  勤 井上良一設計事務所 豊岡市 

福岡隆夫 ㈱福岡建築事務所 豊岡市 

10 月 25 日に行われた、出石まちなみ設計士会による外観

調査の“めあわせ”研修会。 

複数の設計士が手分けをして調査を行うので、判定にバラ

つきが生じないように、判定のポイントなどについて事前

に調整を行いました。 

文化庁 
“保存修理” 
ロゴマーク 

特定物件：修理して保存することに所有者の同意を得た、歴史的に価値が高いと認められる伝統的建造物、工作物、

環境物件（ここでは建造物のみ） 

出石まちなみ保存会 会計 日足 豊 さん（田結庄）から一言！ 


